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令和 2 年新発田市交通安全対策基本方針

第１ 趣 旨

人命尊重を基本理念に、人優先の交通安全思想を普及し、安全で円滑・快適な交通社会の実現

を目指すため、令和２年の交通事故防止目標とこの目標達成に向けた交通安全対策の重点等につ

いて、基本方針を定めるものとする。

第２ 交通事故防止目標

令和元年における交通事故は、死者数は前年と変わらなかったが、発生件数・負傷者数は前年

よりも増加した。

交通死亡事故による犠牲者は、子ども及び高齢者であったことや交通ルールの基本を守れば防

ぐことができた事故であったことを踏まえ、子ども及び高齢者の交通事故防止対策の強化をはじ

め、一層効果的な交通安全対策を推進し「交通死亡事故を限りなくゼロに近づける」ことを基本

とし、発生件数・負傷者数及び死者数のいずれにおいても前年を下回ることを目標に交通事故全

体の減少を図ることとする。

第３ 交通安全対策の重点

令和元年中における交通事故の発生実態を踏まえ、交通事故防止目標の達成に向けて、次の重

点対策を強力に推進し、交通事故の防止を図ることとする。

１ 子どもの交通事故防止

昨年、当市において子どもの交通死亡事故が発生したが、全国でも園児の交通死亡事故など子

どもが犠牲となる痛ましい交通事故が相次いで発生している。

今後、子どもが二度と交通事故の犠牲者になることのないよう、交通安全関係団体・機関と連

携し、交通安全対策を一層強化して取り組んでいく。

具体的な対策としては、交通安全指導員を中心として交通安全教育の更なる充実を図るととも

に、小・中学校、関係機関が連携して通学路の危険箇所の把握に努め、通学路の安全確保を図る。

また、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路の安全確保のため、地域ぐるみで

子どもを見守るための対策等を進める。

２ 高齢者の交通事故防止

令和元年中において、高齢者が交通死亡事故の犠牲者となったことに加え、高齢運転者の事故

防止が全国的にも大きな課題となっている。

こうした現状を踏まえ、高齢者を取り巻く道路交通環境の整備、運転者に対する高齢者保護意

識の醸成、夜光反射材の活用をより一層推進し、高齢者が被害者となる事故の防止に努めるとと

もに、高齢運転者には、自身の運転能力の自覚を促す取組や心身機能の低下を補うような運転（補

償運転）の推奨など、加害事故防止対策に取り組む。また、引き続き高齢者運転免許証返納支援

制度の周知を図る。

さらに、「高齢者交通安全教室」をはじめ、「いきいきクラブ・チャレンジ１００」や「高齢者

交通安全講習会」等の参加・体験型の啓発活動を通じて、交通ルールの遵守と交通マナーの実践

により高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るなど、交通安全教育を一層推進し、高齢者の交通

事故防止を図る。
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３ 歩行者及び自転車の安全確保

高齢者、子どもや高校生に発生しやすい歩行中や自転車乗車中の交通事故の根絶に向けて、家

庭、学校、地域等と連携し、指導・広報・啓発活動を一層推進する。

また、交通ルールの遵守、交通マナーの向上及び事故を未然に防ぐ交通行動など、交通安全意

識の高揚を図る。

また、運転者に対しては、横断歩道での歩行者優先意識の浸透を図るとともに、進行方向に対

する安全確認の徹底や安全速度の励行、身体障がい者や高齢者等が通行している際の保護意識の

醸成を図る。

なお、自転車も加害者となり得る側面があることから、自転車利用者に対しては、正しい通行

方法を周知し、交通に参加する者としての十分な自覚と責任が求められるので、車両としての交

通ルール遵守について意識の啓発を図るとともに、関係事業者の協力を得つつ、損害賠償責任保

険等の制度の周知を図る。

４ シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底

全座席でのシートベルトとチャイルドシート着用に向けて、指導・広報・啓発活動による積極

的な交通安全教育、街頭指導を一層推進する。

５ 飲酒運転の根絶

依然として発生している飲酒運転や飲酒運転による事故の根絶に向けて、飲酒運転は単なる交

通違反ではなく、自動車を使用した悪質な犯罪であり、「飲酒運転をしない、させない、許さない」

という積極的な広報・啓発活動を展開することにより、運転者に飲酒運転の危険性・責任の重大

性を認識させるとともに、家庭・地域・職場等において飲酒運転根絶の醸成を図る。

第４ 交通安全対策の推進方法

市、県及び交通安全関係機関・団体は、相互の連携を密にして、推進体制の確立を図るととも

に、交通安全対策の推進に当たっては、計画段階から広く市民の声を反映させ、それぞれの地域

の特性に応じた広報・啓発や参加型の交通安全教育、街頭指導及び道路交通環境の整備等、効果

的な交通安全対策を推進する。

１ 交通安全教育の推進

⑴ 幼児期から年代別の段階的・体系的な教室を開催し、参加・体験型、問題解決型（グループ

ワーク）の交通安全教育を関係機関・団体やＰＴＡと連携しながら推進する。

⑵ 安全運転管理者等への研修会を通じ、交通事故の実態や交通法規の改正内容等の情報提供を

行うなど、各事業形態に合わせて交通安全教育を推進する。

２ 通学路等の安全確保の推進

⑴ 継続的に通学路の安全確保を行うため、教育委員会、学校、保護者、道路管理者、新発田警

察署、自治会等が参加する合同点検を行うなど、実態把握を行い対策を講じる。

⑵ 対策実施後の効果を検証し改善・充実を図り、通学路の安全

性の向上に努める。

⑶ 未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路の安全確保を行うため、市、幼稚

園・保育園等、道路管理者、新発田警察署等が連携し、キッズゾーンの設定に向けた検討を

行うとともに、道路交通安全環境の整備など交通安全対策を実施する。

⑷ 幼児・児童・生徒の交通安全確保のため、市・学校・新発田警察署・新発田地区交通安全

協会・交通安全母の会等の関係機関・団体が密接に連携し、地域ぐるみで子どもを見守る対

策等を推進する。
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３ 高齢者交通安全対策の推進

⑴ 地域の老人クラブ等へ出向き、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付けられるよう

参加型の交通安全教室を開催し、「加齢に伴う身体機能の自覚や交通事故危険回避ゲーム」等を

通じて判断力・反射神経等の身体機能の変化が及ぼす影響の理解を深める。

⑵ 「慣れ・過信・油断」による事故が多いことから、世帯訪問を通じて、チラシを配布すると

ともに、その場で一言声をかけることでより効果的な取り組みを行う。

⑶ 高齢者の利用が多い店舗等でチラシを配布するとともに、高齢者交通安全推進員や老人クラ

ブ等と連携して交通安全対策を推進する。

⑷ 認知症や判断能力の低下等が原因とされる高齢ドライバーによる交通事故が全国で相次いで

発生していることから、高齢ドライバーによる運転事故の未然防止対策として、平成２５年度

から実施している高齢者運転免許証自主返納支援事業を今後も継続して実施し、運転に不安の

ある高齢者が運転免許証を「返納しやすい」環境整備に取り組む。

⑸ 高齢運転者には、高齢者交通安全教室や高齢者講習会等を通じて、自身の運転能力の自覚を

促す取組や心身機能の低下を補うような運転（補償運転）を推奨するとともに、衝突被害軽減

ブレーキ・ペダル踏み間違い時加速抑制装置（誤発進防止装置）・車線逸脱警報など先進技術

を搭載した安全運転サポート車や後付けの急発進等抑制装置の紹介・体験会を開催し、安全支

援装置の普及を進めるなど「高齢者の安全運転を支える対策」を推進する。

４ 歩行者及び自転車の安全対策の推進

⑴ 幼児から高齢者までの各年齢層に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育をより一層推進

するとともに、歩行者等の保護意識の啓発を図り交通安全教育を推進する。

⑵ 園児が交通マナーを実践する基本的な技術・知識を身に付けることができるよう、交通安全

関係機関・団体や交通安全指導員が実技やゲーム等を通じ交通安全教育を実施するとともに、

幼稚園・保育園に交通安全紙芝居などの教材を配布し、交通安全意識の向上を図る。

⑶ 自転車の正しいルールとマナーの向上を図るため、実践的な自転車教室を開催する。特に小

学校では、保護者の交通安全に対する理解と関心を高め、家庭において児童等が交通安全に関

する望ましい習慣を身に付けられるよう保護者参加型教室を開催する。

⑷ 夕暮れから夜間にかけて多発する高齢者の歩行者事故・自転車事故の防止を図るため、高齢

者交通安全推進員や老人クラブ等と連携して交通安全教室を開催し、夜光反射材の着用（貼付）

を積極的に推進する。

⑸ 自転車利用者の交通ルールの遵守及びマナーの向上を図るため、駅前駐輪場や大型店舗、高

齢者への世帯訪問において、ＴＳマークや夜光反射材使用の普及・啓発活動を行う。

⑹ 横断歩道における歩行者等の安全を確保するため、新発田警察署をはじめ、関係機関・団体

と連携しながら、「横断歩道は歩行者優先である」というルールの徹底に向けた安全教育や啓発

活動を推進する。

５ シートベルト・チャイルドシートの着用対策の推進

⑴ 全座席のシートベルト着用は、各季の交通安全運動、交通安全教室、世帯訪問などの機会を

通じて積極的に指導・広報・啓発活動を展開する。

⑵ チャイルドシートの着用は、幼稚園・保育園の交通安全教室や園の送迎時において、新発田

警察署及び交通安全関係機関・団体等と協力して保護者への指導・啓発活動を行う。

６ 飲酒運転根絶対策の推進

⑴ 飲酒運転は、「人生を狂わす重大な犯罪行為」であることを踏まえ、その危険性や社会的責任

の重大性を社会全体として認識する必要があり、今後も積極的な広報・啓発活動を展開し、家
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庭・地域・職場など飲酒運転を許さない社会環境の醸成に努める。

⑵ 飲食店組合等と連携して、繁華街等の飲食店訪問を実施するなど、アルコールを提供する側

にも飲酒運転の根絶を呼びかける。併せて、新発田警察署に徹底した指導取締りを要請すると

ともに、広報車による巡回広報を実施するなど、積極的な飲酒運転根絶対策を推進する。

７ 交通ルールの遵守とマナー向上対策の推進

⑴ 令和元年中の交通死亡事故は、交通ルールの基本を守れば防ぐことができた事故であったこ

とから、交通安全の基本である交通ルールの遵守とマナーの向上について、各季の交通安全運

動、交通安全教室、交通安全推進大会など、あらゆる機会を通じて積極的な広報・啓発活動を

強化する。

⑵ 交通安全関係者はもとより、関係機関・団体の車両をはじめ、交通安全指導車等の公用車が

模範となって交通ルールを遵守し、市内全体のマナー向上を図る。

⑶ 歩行中や自転車及び自動車等運転中のスマートフォン等の操作いわゆる「ながらスマホ」や

異常な接近や急激なブレーキング等による危険運転いわゆる「あおり運転」は非常に危険であ

り、大きな社会問題となっていることから、新発田警察署及び交通安全関係機関・団体等と連

携して広報・啓発活動を推進する。

また、新発田警察署に徹底した指導取締りを要請するとともに周知・徹底を図る。

８ 交差点における交通事故防止対策の推進

⑴ 交通事故の半数以上を占める交差点事故を減少させるため、交通ルールの遵守とマナー向上

の推進とカーブミラーなどの交通安全施設の整備・充実を推進する。

⑵ 交差点の車両通行環境に応じて、事故を未然に防ぐため「警戒標識や警告看板」を設置し、

交通事故の防止を図る。

第５ 交通安全運動の実施

各季の交通安全運動の実施に当たっては、各機関・団体等の実態に即した実施要領を定め、効

果的な交通安全運動を展開する。

こうした各季の交通安全運動や活動により、「防がれている交通事故は確実にある」という信念

のもと、今後もしっかりと交通安全運動を継続して行っていく。

また、「かもしれない、もしかしたら」と危険を予測して事故防止を図る「かもしか運動」を市

の交通安全のキャッチフレーズとして啓発を図る。

１ 全国運動

⑴ 春の全国交通安全運動 ４月 6日㈪～４月 15日㈬

交通事故死ゼロを目指す日 ４月 10日㈮

⑵ 秋の全国交通安全運動 ９月21日㈪～９月3 0日㈬

交通事故死ゼロを目指す日 ９月30日㈬（予定）

２ 県の運動

⑴ 横断歩行者を守る交通事故防止運動

３月１日㈰～３月 10日㈫

⑵ 夏の交通事故防止運動 ７月 22日㈬～７月 31 日㈮

⑶ 高齢者交通事故防止運動 10 月１日㈭～10 月 31日㈯

⑷ 冬の交通事故防止運動 12 月 11 日㈮～12 月 20 日㈰

⑸ 交通死亡事故多発警報 発令の日から 10 日間
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（詳細は別に定める）

３ その他

⑴ 安全運転・チャレンジ１００ ９月23日㈬～1 2月3 1日㈭

⑵ いきいきクラブ・チャレンジ１００

９月23日㈬～1 2月3 1日㈭

⑶ 県民交通安全フェア～交通安全県宣言記念行事～

７月 14 日㈫ 新潟テルサ

⑷ 交通安全家庭の日「家族で話そう、みんなの交通事故防止

毎月10日

（歩行者の安全確認、自転車のルール遵守、自転車の「不注意」防止）

⑸ 自転車安全月間 ５月１日㈮～５月3 1日㈰

⑹ 安全・安心フェスティバル

10月 22日㈭市民文化会館

⑺ 高齢者交通安全ゲートボール大会新発田地区大会

６月 10 日㈬ 中央公園

⑻ 合同交通安全祈願及び出初め式 令和３年１月８日㈮ 地域交流センター

⑼ 高齢者世帯訪問 未定

⑽ 通学路合同点検 ８月


